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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
一対の円弧状部材を対向させて、その一方の円弧状部材の連結部分には軸受部を、他方の
円弧状部材の連結部分には回転部を設けるとともに連結軸で連結し、円弧状部材の他端を
開閉可能としたリング状耳飾りであって、前記回転部を延長して先端に突起を設けた係合
部を形成し、また前記回転部側面の連結軸の周囲に沿って筒状の連結ガイドを形成し、前
記軸受部には内方に向けて前記係合部を収納する凹部を設け、前記凹部の内奥部分には所
定長さのすり割を形成し、さらに前記係合部と凹部との間にコ字状の硬質パッキングを介
在させるとともに、該コ字状の硬質パッキングには前記連結ガイドと突起とに対応する取
付孔を設けることにより、前記硬質パッキングを前記係合部の両側に保持して、前記凹部
の内壁と上記係合部の外壁とを前記硬質パッキングを介して係合させることにより、上記
一対の円弧状部材の回転を規制させ、耳飾りの耳たぶからの脱落を防止したことを特徴と
するリング状耳飾り。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
この発明はリング状耳飾りに関し、長時間使用しても痛くならない上、簡単に耳たぶから
外れることのない耳飾りを提供しようとするものである。
【背景技術】
【０００２】
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従来、リング状耳飾りとしては図６ないし図８に示すものが主流である。
１）図６のように、一対の挟着部材２１，２２を連結する連結部分において、その一方の
挟着部材２１に設けた軸受部２３の内側にバネ板２４を取り付け、他方の挟着部材２２に
設けた回転部２５の端部に上記バネ板２４が係合して、上記挟着部材２１，２２を耳たぶ
を挟み付ける方向に板バネ２４で付勢するようにしたもの（実用新案登録第３６６３３７
号公報・・・特許文献１、特開平７－３２７７１５号公報・・・特許文献２、特開平１０
－２５７９０８号公報・・・特許文献３、特開２００１－６１５１９号公報・・・特許文
献４、特開２００１－１０４０２４号公報・・・特許文献５、特開２００２－１６５６１
９号公報・・・特許文献６、登録実用新案第３０９５４８２号公報・・・特許文献７をそ
れぞれ参照）。その他コイル状バネを用いた例もある。
２）図７のように、一対の挟着部材３１，３２を連結する連結部分において、その一方の
挟着部材３１に設けた軸受部３３と他方の挟着部材３２に設けた回転部３４とに取り付け
た連結軸３５を単にかしめ付けただけのもの（特開平９－２８９９１０号公報・・・特許
文献８、特開平１１－２３５２１４号公報・・・特許文献９をそれぞれ参照）。
３）図８のように、一対の挟着部材４１，４２を連結する連結部分において、その一方の
挟着部材４１に設けた軸受部４３と他方の挟着部材４２に設けた回転部４４とに取り付け
た連結軸４５をワッシャ類４６を介してかしめ付けたもの（特開平１０－２７６８１０号
公報・・・特許文献１０、特開２０００－１１６４１７号公報・・・特許文献１１、特開
２０００－２２９００７号公報・・・特許文献１２、特開２０００－２５３９１４号公報
・・・特許文献１２、特開２００３－２１０２１９号公報・・・特許文献１３をそれぞれ
参照）。
【特許文献１】実用新案登録第３６６３３７号公報
【特許文献２】特開平７－３２７７１５号公報
【特許文献３】特開平１０－２５７９０８号公報
【特許文献４】特開２００１－６１５１９号公報
【特許文献５】特開２００１－１０４０２４号公報
【特許文献６】特開２００２－１６５６１９号公報・
【特許文献７】登録実用新案第３０９５４８２号公報
【特許文献８】特開平９－２８９９１０号公報
【特許文献９】特開平１１－２３５２１４号公報
【特許文献１０】特開平１０－２７６８１０号公報
【特許文献１１】特開２０００－１１６４１７号公報
【特許文献１２】特開２０００－２２９００７号公報
【特許文献１３】特開２００３－２１０２１９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
しかしながら上記従来例の１）においては、バネ弾性を利用するものであって開閉動作に
メリハリがあって使いやすい反面、バネ材で常に挟み付ける方向に力が掛かっているため
、長時間使用すると耳たぶが痛くなってしまうという欠点があった。
【０００４】
また、従来例の２）においては、耳飾りの素材自体が柔らかいものであるために係合部分
がギスギスして動きがスムーズでなく、かしめる力がかた過ぎたり、ゆるくてすぐに開き
、耳たぶから落ちやすいかのどちらかであった。
【０００５】
従来例の３）は近年主流となってきているが、例えばステンレス製の硬質パッキング（ワ
ッシャ）を介在させることは逆に動きがスムーズであることにつながり、一定のグリップ
力ではさみ込む金具の方式としては上記２）の方式と同じで安心できない。また、上記２
）と同様に何回か動かしているとすぐにかしめ部分がゆるくなって信頼して使用すること
ができない。
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【０００６】
この発明のリング状耳飾りは従来例の上記欠点を解消しようとするものであり、長時間使
用しても痛くならない上、簡単に耳たぶから外れることのないリング状耳飾りを提供しよ
うとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
すなわちこの発明のリング状耳飾りは、一対の円弧状部材を対向させて、その一方の円弧
状部材の連結部分には軸受部を、他方の円弧状部材の連結部分には回転部を設けるととも
に連結軸で連結し、円弧状部材の他端を開閉可能としたリング状耳飾りであって、前記回
転部を延長して先端に突起を設けた係合部を形成し、また前記回転部側面の連結軸の周囲
に沿って筒状の連結ガイドを形成し、前記軸受部には内方に向けて前記係合部を収納する
凹部を設け、前記凹部の内奥部分には所定長さのすり割を形成し、さらに前記係合部と凹
部との間にコ字状の硬質パッキングを介在させるとともに、該コ字状の硬質パッキングに
は前記連結ガイドと突起とに対応する取付孔を設けることにより、前記硬質パッキングを
前記係合部の両側に保持して、前記凹部の内壁と上記係合部の外壁とを前記硬質パッキン
グを介して係合させることにより、上記一対の円弧状部材の回転を規制させ、耳飾りの耳
たぶからの脱落を防止したことを特徴とするものである。
【発明の効果】
【０００８】
この発明のリング状耳飾りは上述のように構成したので、着用時に挟持体には耳たぶを挟
み付ける方向にほとんど力がかからないため、リング状耳飾りを長時間使用しても痛くな
ることがない。
【０００９】
しかも、簡単に耳たぶから外れることがなく、耳たぶへの着脱も非常に簡単に行なうこと
ができる。
【００１０】
また、構造が簡単で製造が容易であり、しかも耳たぶを挟み付ける力の調節や緩んだ際の
締め直しも簡単に行なうことができる。もちろん、構造が簡単なためにコスト的にも下げ
やすいリング状耳飾りを提供することができるようになった。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
以下、図面に基づき、この発明のリング状耳飾りの実施の形態について説明する。
図１はこの発明のリング状耳飾りの１実施例を示す分解斜視図、図２は連結部分のかしめ
付け作業前の状態を示す要部断面図、図３はかしめ付け作業後の状態を示す要部断面図、
図４は組み付け状態を示す側面図、図５は一対の円弧状部材を開いた状態の側面図である
。
【００１２】
図１ないし図３に示すように、対向する一対の円弧状部材１，２において、一方の円弧状
部材１の連結部分には軸受部３が、他方の円弧状部材２の連結部分には回転部４が設けら
れ、両者は連結軸５で回動自在に連結されている。そして、円弧状部材１，２の他端は開
閉可能となっている。
【００１３】
また、上記回転部４には延長されて係合部６が形成してあり、他方、上記軸受部３には内
方に向けて係合部６を収納する凹部７が設けてある。すなわち、軸受部３の凹部７内に係
合部６を収納するとともに、軸受部３と回転部４の両者の軸孔に連結軸５を挿通してその
両端をかしめ付けることにより、一対の円弧状部材１，２が組み付けられるのである。
図において８は、上記係合部６と凹部７との間に介在させたコ字状の硬質パッキングで、
上記凹部７の内壁と上記係合部６の外壁とが硬質パッキング８を介して係合することによ
り、上記一対の円弧状部材１，２の回転を規制させ、耳飾りの耳たぶからの脱落を防止し
ているのである。
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【００１４】
すなわち、上記凹部７の内壁と上記係合部６の外壁とが硬質パッキング８を介して係合し
ており、一対の円弧状部材１，２の回転を規制する際に、凹部７が弾性力を持って係合部
６をはさみ付けることになる。それゆえ、耳飾りの耳たぶからの脱落を確実に防止するこ
とができ、図４の閉じた位置と、図５の開いた位置との間を開閉動作させる際の、回転部
４の動きも極めてスムーズなものとなる。
なお、上記係合部６を先端に向かって幅広となるテーパ状にしておき、幅広部分で凹部７
と係合させることにより、一対の円弧状部材１，２の回転を規制する際に、凹部７によっ
て係合部６をはさみ付ける弾性力を最大限に活用することができる。
【００１５】
回転部４側面の連結軸５の周囲に沿って筒状の連結ガイド１０を形成し、また係合部６先
端には突起１１を形成してあるので、予めコ字状の硬質パッキング８に上記連結ガイド１
０と突起１１とに対応して取付孔を設けておくことにより、この取付孔に連結ガイド１０
と突起１１をはめ込むだけで、硬質パッキング８は係合部６の両側にワンタッチで取り付
けることができ、かつ使用中に外れたりすることのないよう確実に保持される。
【００１６】
図のように、上記凹部７には内奥にはさらに所定長さのすり割９が形成してある。こうす
ることにより、もともと回転部４を収納するための凹部７の存在によって軸受部３に作用
している弾性力を、すり割９の作用でより大きくすることができる。したがって、軸受部
３の凹部７が弾性力を持って係合部６をはさみ付ける際の作用効果を増大させるので、耳
飾りの耳たぶからの脱落を確実に防止することができ、また回転部４の動きも極めてスム
ーズなものとなる。
【００１７】
上記回転部４における連結軸５の周囲に沿って形成した筒状の連結ガイド１０を、軸受部
３の内側に設けた凹溝１２にはめ込むことにより、連結ガイド１０と凹溝１２の両者を組
み付けているので、一対の円弧状部材１，２の連結をこの連結ガイド１０と凹溝１２との
係合部位で行なうことになり、連結軸５への負荷が大幅に軽減され、長期間の使用にも何
ら問題がない。
【００１８】
さらに、上記連結軸５のかしめ付け部分において、軸受部３の両外面に凹部１３を設け、
この凹部１３に連結軸５の両端のかしめた部分を収納するようにしたので、かしめ付けた
部分が釘の頭のような形状となって確実に抜け止めされ、なおかつ軸受部３と回転部４と
の係合圧力を長期間保持することができる。もちろん、かしめ付けた部分を軸受部３の外
面と同じ平面となるよう研削することにより、何ら問題なく平滑性を向上させることも可
能である。
この場合の連結軸５のかしめは強力に締め付けるのではなく、図２および図３のように連
結軸５部分において軸受部３と回転部４との間に一定の隙間を保つためのかしめであるた
め、必ずしも硬質パッキング８は必要ではなく、製品によって硬質パッキング８の有無を
使い分けることができる。
【００１９】
図中、１４は一対の円弧状部材１，２の一方の開放端部に設けた突起、１５はそれに対応
して設けた窪みで、両者の間に耳たぶを挟み付けることにより、この発明のリング状耳飾
りが耳たぶから抜け落ちるのをより確実に防止するよう機能する。
【産業上の利用可能性】
【００２０】
この発明の耳飾りは上述のように構成したので、リング状耳飾りであれば、上記一対の円
弧状部材１，２の一方の開放端部にピアスのピンを突設したものであっても、また突設し
たものでなくともよい。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
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【図１】この発明のリング状耳飾りの１実施例を示す分解斜視図である。
【図２】連結部分のかしめ付け作業前の状態を示す要部断面図である。
【図３】かしめ付け作業後の状態を示す要部断面図である。
【図４】組み付け状態を示す側面図である。
【図５】一対の円弧状部材を開いた状態の側面図である。
【図６】従来例の１を示し、挟着部材を耳たぶを挟み付ける方向に板バネで付勢するタイ
プのリング状耳飾りを示す側面図である。
【図７】従来例の２を示し、挟着部材に設けた軸受部と回転部とに取り付けた連結軸を単
にかしめ付けたタイプのリング状耳飾りを示す断面図である。
【図８】従来例の１を示し、挟着部材に設けた軸受部と回転部とに取り付けた連結軸をワ
ッシャを介してかしめ付けたタイプのリング状耳飾りを示す断面図である。
【符号の説明】
【００２２】
１，２　円弧状部材
３　軸受部
４　回転部
５　連結軸
６　係合部
７　凹部
８　硬質パッキング
９　すり割
１０　連結ガイド
１１　突起
１２　凹溝
１３　凹部
１４　突起
１５　窪み
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